管理Ｇ８第３５号
令和８年５月２２日

都道府県協会 御中
 
(一社)全国ＬＰガス協会

ＬＰガスライフ支援制度給付対象の追加
及び規約の改定について（お知らせ）


ＬＰガスライフ支援制度は、ＬＰガスの保安の確保とＬＰガス事業等の発展を図るため、会員の相互扶助を行うことを目的とし実施しております。
この度、本制度の加入者からの要望が多く寄せられた以下の支援金給付対象を追加することについて、令和８年３月２７日開催の令和７年度第３回理事会において検討した結果、以下のとおり給付対象を追加すること、また別添のとおり規約を改定することとなりました旨をお知らせいたします。
つきましては、都道府県協会におかれましては、ＬＰライフ加入者に対しご周知くださいますようよろしくお願いいたします。

【改定内容】
1 販売促進支援金にハイブリッド給湯器を追加
(令和８年１０月１日以降の販売分より適用)
・エネファーム、ハイブリッド給湯器合わせて、１口契約は1基５千円　
年間５万円限度、２口契約は1基１万円年間１０万円限度

2 加入者支援金の焼破損の対象物に集中監視システムのＮＣＵを追加
(令和８年１０月１日以降に発生した事故、火災の申請より適用)
・１口契約は１個につき５千円、２口契約は１個につき１万円

　　〇添付資料
1 別添　ＬＰガスライフ支援金制度規約(該当箇所新旧表)
2 ＬＰガスライフ支援制度規約及び契約・査定業務処理要領（改定版）
3 様式４　ＬＰガス容器（バルク・貯槽）、ガスメーター、ＮＣＵ、調整器に
　　　　対する支援金請求書
4 様式１０－１　ＬＰライフ販売促進支援金請求書


以　上
送付手段：Ｅメール
担当：管理Ｇ　橋本、片岡、関
